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(57)【要約】
本発明は車両ドア機構及び車両ドア機構の組み立て方法
に関するものであり、前記車両ドア機構は第１のトリム
部分、構造部材、及び第２のトリム部分を備える。第１
のトリム部分は第２のトリム部分に、封止部材によって
連結される。第１のトリム部分は、前記封止部材に沿っ
て延び、さらに前記封止部材と相互に作用する連結部材
を備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のトリムパネル（１）、構造部材（４）及び第２のトリムパネル（２、３）を有す
る車両ドア機構であって、
　前記第１のトリムパネル（１）及び第２のトリムパネル（２、３）の間の連結は封止部
材（７）によって提供されることを特徴とし、
　前記第１のトリムパネル（１）は、前記封止部材（７）に沿って延び、さらに前記封止
部材（７）と相互に作用する取り付け部材（９）を有する、車両ドア機構。
【請求項２】
　前記封止部材（７）は、概ね完全な取り囲み仕様にて提供されることを特徴とする請求
項１に記載の車両ドア機構。
【請求項３】
　前記封止部材（７）は、挿入溝（７１）を備えることを特徴とし、前記取り付け部材（
９）の取り付け領域（９１）が前記挿入溝（７１）に嵌め込まれるように提供される請求
項１又は２に記載の車両ドア機構。
【請求項４】
　前記封止部材（７）は、クランピング部材（７２）を備えることを特徴とし、前記取り
付け部材（９）の取り付け表面（９２）は一側部における前記クランピング部材（７２）
に適合するように提供される請求項１又は２に記載の車両ドア機構。
【請求項５】
　前記封止部材（７）は、補強部材（１４）を囲むことを特徴とする請求項１乃至４のい
ずれか一項に記載の車両ドア機構。
【請求項６】
　前記第２のトリムパネル（２、３）は、前記封止部材（７）に沿って延び、さらに前記
封止部材（７）と相互に作用する別の取り付け部材（２０）を有する請求項１乃至５のい
ずれか一項に記載の車両ドア機構。
【請求項７】
　前記別の取り付け部材（２０）は、別の取り付け領域（２１）を有することを特徴とし
、前記別の取り付け領域（２１）は前記封止部材（７）の別の挿入溝（７３）の両側に連
結する請求項６に記載の車両ドア機構。
【請求項８】
　前記封止部材（７）に沿って前記別の取り付け部材（２０）の前記別の取り付け領域（
２１）、一方では、前記取り付け部材（９）の前記取り付け領域（９１）又は前記取り付
け表面（９２）が、組み立て方向（１１）に対して相互に概ね並行に走るように設けられ
ることを特徴とする請求項７に記載の車両ドア機構。
【請求項９】
　前記第１のトリムパネル（１）は前記車両ドア機構の外側パネルであり、前記第２のト
リムパネル（２）は前記車両ドア機構の内側パネル、或いは前記車両ドア機構の内側パネ
ル及び窓フレームカバーであることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか一項に記載の
車両ドア機構。
【請求項１０】
　第１のトリムパネル（１）、構造部材（４）及び第２のトリムパネル（２、３）を有す
る車両ドア機構の組み立て方法であって、
　前記第１のトリムパネル（１）及び第２のトリムパネル（２、３）の間の連結は封止部
材（７）によって提供されることを特徴とし、
　前記第１のトリムパネル（１）の、前記封止部材（７）に沿って延び、さらに前記封止
部材（７）と相互に作用する取り付け部材（９）は、前記封止部材（７）の挿入溝（７１
）に挿入されるか、或いは前記封止部材（７）のクランピング部材（７２）上に前記封止
部材（７）の前記クランピング部材（７２）を概ね取り囲んで配置される、車両ドア機構
の組み立て方法。
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【請求項１１】
　前記封止部材（７）は、前記第２のトリムパネル（２，３）の別の取り付け部材（２０
）上に押し出し成形されることを特徴とする請求項１０に記載の車両ドア機構の組み立て
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、第１のトリムパネル、構造部材及び第２のトリムパネルからなる車両ドア機
構に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の車両ドアが一般的に知られている。例えば、独国の公開明細書DE 10 2007 061
 209 A1は、外側パネルを伴う自動車用側部ドアを開示している。このタイプの外側パネ
ルは、車両の側部ドアなどの美的で機能的な覆いとしての役割を果たす。そのような技術
により、かなりの出費を伴ってではあるが、特に軽量の車両ドア機構を生産することが可
能になった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　それゆえ、本発明の目的は、従来技術の課題を持たず、或いは制限された範囲の課題を
有する車両ドアを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　前記目的は、第１のトリムパネル、構造部材及び第２のトリムパネルを有し、第１のト
リムパネルと第２のトリムパネルとの間の連結が封止部材によって提供され、第１のトリ
ムパネルが、前記封止部材に沿って延びてかつ前記封止部材と相互に作用する取り付け部
材を有する、車両ドア機構によって達成される。それによって、本発明により、車両ドア
機構のかなり低い部品の重さを、車両の外殻又は車両ドア機構の美的に機能的な実現のた
めの多様なパネル材料が可能であり、前記構造部材として用いられることができる、例え
ば、フレームプロファイル（profile）、例えばアルミニウムフレームプロファイルによ
って、特に得ることが好都合に可能となる。可能な構造部材は、特に、車両ドア機構の支
持フレームとしての押し出しプロファイルを含む。このような連結にあって、特にプラス
チック部材、アルミニウム部材、グラスファイバ及び／又はカーボンファイバ部材の形態
におけるパネル材料は、外側パネルとして適切である。これは、例えば、打ち型にあって
、形成される従来の鋼板ドアとは、全く異なる形状を用いるという選択によって特に得ら
れる、かなりの重量の削減を可能とする。
【０００５】
　本発明に係る車両ドア機構は、第１のトリムパネルと第２のトリムパネルとの間に一体
化固着を有し、第１のトリムパネルの取り付け部材は、前記封止部材と共に前記連結機能
を少なくとも部分的に担う。前記取り付け部材は、前記封止部材と相互に作用する。
【０００６】
　本発明の特に好ましい具現化例によれば、封止部材が概ね完全な取り囲み仕様にて提供
されている。これは、本発明によれば、前記封止部材が車両ドア機構の実質的な表面領域
にあって、取り囲む仕様にて提供されるとみなされるということで理解される。前記封止
部材にとって、閉じられる仕様にて取り囲まれるように設計されるのが特に好ましいが、
対策が、例えば前記封止部材の二つのオーバラップする端部に提供され、さもなければ前
記端部が相互に連結されずに、前記封止部材が部分的にのみ取り囲むように、提供される
。本発明によれば、実施的に完全に取り囲む仕様にあって提供される前記封止部材により
、第１のトリムパネル及び第２のトリムパネルの間で良好な接続を実現すること、及び同
時に車両ドア機構の異なる部材の非常に優れた許容誤差補償を得ることが特に好都合に可
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能である。
【０００７】
　本発明によれば、前記封止部材が挿入溝を有するのがさらに特に好ましい。前記取り付
け部材の取り付け領域は、前記挿入溝に嵌め込まれるように提供される。例えば、前記取
り付け領域は、組み立て状態にあって、前記封止部材の前記挿入溝に位置する、二つの相
互に対向する表面を有する概ね平坦な領域として、提供される。これは、本発明に係る車
両ドア機構の第１のトリムパネル及び第２のトリムパネルの間の特に良好な結合を達成す
ることを可能とする。この具現化例にあって、第１のトリムパネルと第２のトリムパネル
との間のさらなる連結手段（例えば、クリップ又はクリッピング手段）の数が、低減され
ることができること、あるいは全て省略することができることを特に好都合に可能にする
。
【０００８】
　車両ドア機構の他の具現化例によれば、前記封止部材がクランピング部材を有すること
を提供するのがさらにまた好ましい。前記取り付け部材の取り付け表面は、一つのサイド
におけるクランピング部材に対して適合するように設けられる。これは、第１及び第２の
トリムパネルの組み立ての間に、良好な許容誤差補償が可能とされることを好都合に実現
する。さらにまた、第１及び第２のトリムパネルの相互の組み立てが簡易化される。
【０００９】
　本発明の全ての具現化例によれば、本発明のための対策が補強部材を取り囲むための前
記封止部材用になされる。本発明によれば、前記補強部材の前記取り囲みは、前記封止部
材の長さに沿った断面にあって、前記封止部材が完全に前記補強部材を囲むようにして、
前記封止部材の全体長さに沿って提供される。しかし、代替的に、対策が、本発明によれ
ば、前記補強部材のために、前記封止部材の長さに沿った副領域にのみ提供される。
【００１０】
　本発明によれば、対策が、さらに好ましくは、第２のトリムパネルのため、前記封止部
材に沿って延び、さらに前記封止部材と相互に作用する別の取り付け部材を有するように
、とられる。これは、特に簡易な方法での車両ドアアレンジメントの第１及び第２トリム
パネルの間の非常に固い連結を可能とする。さらなる取り付け部材についての前述の具現
化例にあって、対策はさらにまた好ましく、別の取り付け部材が別の取り付け領域を有す
るために成される。前記別の取り付け領域は、前記封止部材の別の挿入溝の両方のサイド
にて、前記封止部材に連結される。これは、本発明によれば、前記封止部材を介して前記
第１のトリムパネルと前記第２のトリムパネルの間の特に安定した連結を可能にすること
を実現する。
【００１１】
　前記封止部材に沿って前記別の取り付け部材の前記別の取り付け領域が、一方で、前記
取り付け部材の前記取り付け領域又は前記取り付け表面が、組み立て方向に対して相互に
概ね平行に走るように提供されるのがさらにまた好ましい。これは、第１及び第２のトリ
ムパネルの連結の実現性をもたらす。その連結は、特にシンプルであり、それにもかかわ
らず安定であり、さらに軽量構造という点で特に有利である。
【００１２】
　本発明はさらに、第１のトリムパネル、構造部材及び第２のトリムパネルによる車両ド
ア機構の組み立て方法に関する。その組み立て方法にあって、第１のトリムパネルと第２
のトリムパネルとの間の連結は、封止部材によって作り出される。その組み立て方法にあ
って、第１のトリムパネルの前記封止部材に沿って延び、さらに前記封止部材と相互に作
用する取り付け部材は、前記封止部材の挿入溝の中に挿入されるか、或いは前記封止部材
のクランピング部材に取り付けられる。これにより、本発明は、車両ドア機構の非常に軽
量な機構を可能とするだけでなく、車両ドア機構のシンプルでさらに費用対効果の良好な
組み立てをも実現する。
【００１３】
　本発明は、下記の図面を参照して以下に詳細に説明される。これらの説明は、単に具体
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例であり、全体としての本発明の概念を制限するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明に係る車両ドア機構を示す図である。
【図２】本発明に係る車両ドア機構の他の具現化例を示す図である。
【図３】非組み立て状態における本発明に係る車両ドア機構の第１及び第２のトリムパネ
ルの連結領域の一部の断面図である。
【図４】組み立て状態における本発明に係る車両ドア機構の第１及び第２のトリムパネル
の連結領域の一部の断面図である。
【図５】三つの部分的なイラストからなる第１及び第２のトリムパネルの連結の詳細な実
例を示す図である。
【図６】三つの部分的なイラストからなる第１及び第２のトリムパネルの連結の詳細な実
例を示す図である。
【図７】三つの部分的なイラストからなる第１及び第２のトリムパネルの連結の詳細な実
例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１は、車両ドアの分解斜視図を概略的に示している。車両ドア或いは車両ドア機構は
、例示される具体例にあって、車両ドア機構の外側パネルに相当する第１のトリムパネル
１を有する。さらに、前記車両ドア機構は、第２のトリムパネル２と窓フレームカバー３
を有する。第２のトリムパネル２と前記窓フレームカバー３は、以下では一緒に第２のト
リムパネル２、３として参照される。具体例として示されている描写にあって、第２のト
リムパネル２、３は、前記車両ドア機構の内側パネルに相当する。前記車両ドア機構は、
構造部材４を更に有する。この構造部材４は、例えば押し出しプロファイル等のフレーム
構造の形状にて特に実現される。
【００１６】
　封止部材７は、線（破線によって示されている）に沿ったウェザーストリップのパネル
という形状で提供されている。前記線は、ウェザーストリップパネル及び前記封止部材７
のプロファイル１６を示す。
【００１７】
　図１に係る例示の下部領域における交差線Ｉ－Ｉに沿った断面が図３から７に係る断面
図に概略的に示される。
【００１８】
　図２は、他の具体例となる、本発明に係る他の車両ドア機構の分解された例示を示す。
図１に係る第１の具現化例の代替として、図２に係る具現化例は、一体化される第２のト
リムパネル２，３を用いる。第２のトリムパネル２，３にあって、窓フレームカバー３又
は前記窓フレームカバー３に取って代わる第２のトリムパネルの該当する領域は、第２の
トリムパネル２、３の残りの部分と一体化される。車両ドア機構は、ここでも構造部材４
を有する。さらに、封止部材７は、トリムパネルのプロファイルを示す破線１６によって
示される。
【００１９】
　図３乃至７のそれぞれは、図１及び２に係る交差線Ｉ－Ｉにかかる、前記封止部材７の
前記プロファイルに直交する断面図である。この連結にあって、図３は、非組み立て状態
における第１のトリムパネル１と第２のトリムパネル２を示す。図４に示すところの、組
み立て状態は、図３に係る非組み立て状態から前記第１のトリムパネル１及び第２のトリ
ムパネル２の、図３に示される組み立て方向１１に沿った相対的な移動によって作り出さ
れる。図からわかるように、第１のトリムパネル１は、例えば、車両ドア機構の美的に特
徴的な形状に相当するパネル５を有する。第１及び第２のトリムパネル１，２を連結する
ために、本発明によれば、少なくとも一つの取り付け部材９が、前記第１のトリムパネル
１上に設けられる。組み立て目的のため、前記取り付け部材９は、封止部材７に連結され
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る。図４は、さらに、例えば、車両の車体の土台領域である車両側部上の部材６をさらに
概略的に示す。車両内部の封止のため（図４に係る例示における第２のトリムパネル２の
左側）、別の封止８、例えばドア封止８が、本発明によれば、提供される。図４及び５の
例示によれば、封止部材７は、第１のトリムパネル１の取り付け部材９を受け入れるため
に、「クランピングプロファイル」１０を具体例とする、挿入溝７１を有する。
【００２０】
　図５乃至７は、本発明の様々な代替に係る封止部材７の構造の様々な具体例を示す。図
面に関連して示される全ての具現化例にあって、第１のトリムパネル１は車両ドア機構の
外側パネルとして機能し、トリムパネル２、３は車両ドア機構の内側パネルとして機能す
る。しかし、本発明によれば、第１及び第２トリムパネルの役割は、全体的に交換可能で
ある。
【００２１】
　本発明に係る封止部材７の異なる具現化例によれば、第１のトリムパネル１は取り付け
部材９を有し、第２のトリムパネル２は封止部材７に沿って延び、さらに封止部材７と相
互に作用する別の取り付け部材２０を有する。前記別の取り付け部材２０は、封止部材７
の別の挿入溝７３の両側に連結する別の取り付け領域２１を有する。図５に示される具現
化例にあって、前記別の挿入溝７３は特に「カバープロファイル」３０として設計され、
さらに第２のトリムパネル２、３（又は連結領域２１）と封止部材７との間に良好な支持
或いは良好な連結を提供することができる。第２のトリムパネル２、３及び封止部材７と
の間の連結のさらなる向上のため、図５に示される特に好ましい具現化例によれば、対策
が、封止部材７に走るように提供される、金属コア１４の形状の、補強部材１４として採
用され、補強部材１４は、前記別の取り付け部材２０の領域におけるクランピング作用を
補強しさらに向上する。図５に示される前記異なる具現化例によれば、取り付け部材９が
封止部材７の挿入溝７１内に挿入され、これにより、第１及び第２のトリムパネル２、３
の間の堅固な連結が実現される。図５に示された前記異なる具現化例にあって、挿入溝７
１は、特にクランピングプロファイル１０として設計されており、つまり挿入溝７１はさ
らに第２のトリムパネル２、３から第１のトリムパネル１が外れることを困難にし、さら
に保持力を増大するフック形状の構造を有する。
【００２２】
　図６は本発明に係る封止部材７の別の異なる具現化例を示す。第２のトリムパネル２、
３への封止部材７の取り付けは、カバープロファイル１３の形状で設計され、さらに別の
挿入溝７３の形状で設計される。しかし、図６に係る別の異なる具現化例にあって、取り
付け部材９についての効果に関する差異が高まる。その効果は、封止部材７が取り付け部
材９のために、挿入溝を持たず、むしろ本発明の文脈からはクランピング部材７２として
参照される、圧力プロファイル１２を有することである。この連結にあって、クランピン
グ部材７２は、そのクランピング部材７２によって、封止部材７が取り付け部材９上のク
ランピング圧力を使うように、取り付け部材９の一方側の取り付け表面９２上に、概ね独
占的に取り付けられる。前記クランピング圧力は、第２のトリムパネル２、３に対して第
１のトリムパネル１をブロックする。封止部材７の完全に取り囲んでいる具現化例の状態
にあって、本発明によれば、図６に係る前記異なる具現化例にあって、トリムパネル１、
２、３の相互に対してシンプルな方法によって可能な精密な位置決めが、好都合に実現で
きる。
【００２３】
　図６に係る前記異なる具現化例によれば、前記封止部材７は、特に、一つ或いは複数の
封止リップ（縁）１５を有する。前記封止部材７が、一つ或いは複数の封止リップ（縁）
１５を有することによって、前記車両ドア機構の空洞が適切な方法によって封止されるか
、少なくとも飛散する水、すきま風などから保護される。前記空洞は第１及び第２のトリ
ムパネル１、２、３によって囲まれている。
【００２４】
　図７に係る異なる具現化例にあって、クランピング部材７２又は圧力プロファイル１２
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は、取り付け部材９に対して封止部材７に設けられる。しかし、封止部材７は、別の取り
付け部材２０に差し込まれるのではなく、むしろ第２のトリムパネル２の封止部材７への
一体となる連結が、特に固定される連結が封止部材７と第２のトリムパネル２、３との間
で実現されるように、なされる。図７に示される前記異なる具現化例にあって、第２のト
リムパネル２，３の別の取り付け部材２０と、封止部材７との間の連結は、例えば、自動
操縦押し出し成形によって提供される。自動操縦押し出し成形にあって、封止部材７の自
動的な固定が封止部材７の安全な密着、或いは一方では別の取り付け部材又は別の取り付
け領域７１、と他方では封止部材７の材料との間の材料の適切な組み合わせが与えられた
ウェザーストリップが、例えば前記材料の間での架橋結合（cross linking,クロスリンキ
ング）によって好都合に可能となる仕様で、実現される。
【００２５】
　封止部材７がクランピング部材７２を有する異なる具現化例は、例えば、圧力プロファ
イル１２又はクランピング部材７２としての中空のプロファイルの使用の場合には、第１
及び第２のトリムパネルの間の可能な許容誤差が封止部材７に沿って囲む仕様にあって補
償され、それによってパネル端が、例えば、取り囲む仕様にあって、捕捉される。それゆ
え、許容誤差は、視覚的にバランスの取れた仕様及び隙間がなく覆われ、さらに第１及び
第２のトリムパネル１、２、３におけるきれいな最終適合が可能とされる。特に、本発明
の異なる具現化例にあって、第１及び第２のトリムパネルの間の連結に加えて、対策が、
第１及び第２のトリムパネル１、２、３の間で、例えばクリップ連結部材（図示せず）に
よる、付加的な機械的連結が実現されるように提供される。
【符号の説明】
【００２６】
　１　第１のトリムパネル／ドア本体
　２　第２のトリムパネル／ドア内側パネル
　３　窓フレームカバー
　４　構造部材／本体の特徴的な構造
　５　ドア外側パネル
　６　しきい
　７　封止部材／ウェザーストリップパネル
　８　主要なドア封止
　９　取り付け部材／取り囲み位置リブ
　１０　クランピングプロファイル
　１１　組み立て方向
　１２　圧力プロファイル
　１３　カバーリングプロファイル
　１４　補強部材／金属コア
　１５　封止リップ
　１６　封止部材のプロファイル／ウェザーストリップパネル
　２０　別の取り付け部材
　２１　別の取り付け領域
　７１　挿入溝
　７２　クランピング部材
　７３　別の挿入溝
　９１　取り付け領域
　９２　取り付け表面
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【手続補正書】
【提出日】平成24年5月2日(2012.5.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のトリムパネル（１）、構造部材（４）及び第２のトリムパネル（２、３）を有す
る車両ドア機構であって、
　前記第１のトリムパネル（１）及び第２のトリムパネル（２、３）の間の連結は封止部
材（７）によって提供されることを特徴とし、
　前記第１のトリムパネル（１）は、前記封止部材（７）に沿って延び、さらに前記封止
部材（７）と相互に作用する取り付け部材（９）を有する、車両ドア機構。
【請求項２】
　前記封止部材（７）は、完全な取り囲み仕様にて提供されることを特徴とする請求項１
に記載の車両ドア機構。
【請求項３】
　前記封止部材（７）は、挿入溝（７１）を備えることを特徴とし、前記取り付け部材（
９）の取り付け領域が前記挿入溝（７１）に嵌め込まれるように提供される請求項１又は
２に記載の車両ドア機構。
【請求項４】
　前記封止部材（７）は、クランピング部材（７２）を備えることを特徴とし、前記取り
付け部材（９）の取り付け表面（９２）は一側部における前記クランピング部材（７２）
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に適合するように提供される請求項１又は２に記載の車両ドア機構。
【請求項５】
　前記封止部材（７）は、補強部材（１４）を囲むことを特徴とする請求項１乃至４のい
ずれか一項に記載の車両ドア機構。
【請求項６】
　前記第２のトリムパネル（２、３）は、前記封止部材（７）に沿って延び、さらに前記
封止部材（７）と相互に作用する別の取り付け部材（２０）を有する請求項１乃至５のい
ずれか一項に記載の車両ドア機構。
【請求項７】
　前記別の取り付け部材（２０）は、別の取り付け領域（２１）を有することを特徴とし
、前記別の取り付け領域（２１）は前記封止部材（７）の別の挿入溝（７３）の両側に連
結する請求項６に記載の車両ドア機構。
【請求項８】
　前記封止部材（７）に沿って前記別の取り付け部材（２０）の前記別の取り付け領域（
２１）、一方では、前記取り付け部材（９）の前記取り付け領域又は前記取り付け表面（
９２）が、組み立て方向（１１）に対して相互に並行に走るように設けられることを特徴
とする請求項７に記載の車両ドア機構。
【請求項９】
　前記第１のトリムパネル（１）は前記車両ドア機構の外側パネルであり、前記第２のト
リムパネル（２）は前記車両ドア機構の内側パネル、或いは前記車両ドア機構の内側パネ
ル及び窓フレームカバーであることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか一項に記載の
車両ドア機構。
【請求項１０】
　第１のトリムパネル（１）、構造部材（４）及び第２のトリムパネル（２、３）を有す
る車両ドア機構の組み立て方法であって、
　前記第１のトリムパネル（１）及び第２のトリムパネル（２、３）の間の連結は封止部
材（７）によって提供されることを特徴とし、
　前記第１のトリムパネル（１）の、前記封止部材（７）に沿って延び、さらに前記封止
部材（７）と相互に作用する取り付け部材（９）は、前記封止部材（７）の挿入溝（７１
）に挿入されるか、或いは前記封止部材（７）のクランピング部材（７２）上に前記封止
部材（７）の前記クランピング部材（７２）を取り囲んで配置される、車両ドア機構の組
み立て方法。
【請求項１１】
　前記封止部材（７）は、前記第２のトリムパネル（２，３）の別の取り付け部材（２０
）上に押し出し成形されることを特徴とする請求項１０に記載の車両ドア機構の組み立て
方法
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【国際調査報告】
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